
 
 
 
 
 
 
 
 

シールつうしん 
 
 
 
 
 
＊ｓｅｅｌ（シール）は「生活衛生営業指導」の頭文字をとった当センターの愛称です。 
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      講演・実演 「身体障害者補助犬法について」 

           財団法人関西盲導犬協会啓発担当 久保ますみ 先生 
平成 14年 10月施行、平成 15年からは施設にも受入義務が適用されたこの法律につい
て、実際の盲導犬をつかって、盲導犬についての説明や、お店の適切な受入方法などを

わかりやすく伝えていただきました。 

講演 「みる、きく、こたえる」 

  平安女学院中学校高等学校校長  宮嶋 眞 先生 
接客の基礎となる、コミュニケーションの原点について、わかりやすく 

お話いただきました。＜みる＞＜きく＞の漢字を用いた説明や、クイズ 

などを使った、参加型の内容で、人や状況、伝え方による物事の受け 

入れ方、応え方の違いなどについて、楽しく体験することができました。 

平成 15 年度 経営特別相談員研修会を開催しました。 
 

去る平成 16年 2月 13日（金）、平安会館(京都市上京区)に於いて、 
生活衛生営業経営特別相談員研修会を開催。 
当センター理事長:山岡景一郎挨拶に始まり、京都市収入役:不室嘉和
様にご祝辞をいただき、以下のような内容で研修を行い、指導センタ

ーより情報提供として「少額減価償却資産の特例制度及び消費税改正

ついて」の資料を配布して終了しました。 
当日は組合理事長、経営特別相談員など、多数の方々にお集まりい

ただき、大変好評をいただきました。 
ご参加いただきました皆様、大変有難うございました。 
今後も皆様のお役にたてるような研修会を実施してまいりたいと 
思いますので、ご意見をお寄せくださいますようお願い申し上げます。 

講演「融資審査ポイント」 

国民生活金融公庫京都支店 吉井 隆融資第一課長 
小企業等設備改善資金特別貸付について、公庫の視点から見たポイント 
を、大変わかりやくし解説いただき、勉強になったと好評でした。 
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M指導員の独り言・・ 

 

 
車検をしました。今回は以前と異なる店

舗にてお願いしましたが、次回は以前の店

舗でお願いしようと思います。理由は店員

の応対が不愉快だったからです。最近、色

んな場面で応対に不満を感じることが多

いです。相手に応じた対応が取れていない

のではないかと思います。特別なことでは

なく、状況を見極め礼儀を持って応じる。

私自身も何かに追われているときなどつ

いぞんざいな振る舞いをしているのでは

ないか、と不安になります。応対一つで全

ての評価が悪くなってしまう。現実に起こ

りうることです。応対をチェックできる体

制をつくらなければいけないのではない

のでしょうか。 
 

 

平成 15年 5月 1日に施行された健康増進法第２５条において、～「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示
場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、

受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」。同条における「その他の施設」は、鉄軌道駅、

バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、

旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含む。～となっており、生活衛生営業の

ほとんどが該当することとなっていますが、平成 15年 11月に京都府保健福祉部健康対策課が実施した「分煙実態調査」
（下表参照）によると、多くの生活衛生営業者が＜実施していない＞＜知らない＞というのが現状のようです。 
受動喫煙防止対策の概要について、お知らせいたします。 

受動喫煙の防止につとめましょう！ 
 

受動喫煙とは、たばこを吸わない人が、他人のたばこの煙を吸わされることで、 

受動的に（本人の意思とは関係なく）喫煙をしているのと同じ状態にさせられることです。 

受動喫煙防止措置の具体的方法としては、施設内の喫煙場所と非喫煙場所を 

喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割する方法による 

分煙や施設内における喫煙を一切禁止する全面禁煙があります。 

受動喫煙とは？ 
 

受動喫煙 
防止措置とは？ 

 

完全分煙の方法には 

２パターンあります。 
A 喫煙場所を完全に分割された空間とする方法 

 

 

 

 

 

 

B 喫煙場所を設置し、分煙機器によりたばこの煙が

完全に流れ出ないようにする方法 

喫煙場所 

喫煙場所 

分煙機器 

各種ガイドラインを京都禁煙推進研究会がまとめたところによると、

宿泊施設、映画館、劇場などの娯楽施設、ファミリーレストランなど

は完全分煙対策を講じるよう努めることが必要となっています。 

調査時期：平成 15年 11月 

「分煙実態調査の結果報告」（第 1報） 京都府保健福祉部健康対策課調べ 

あなたが通うお店に 

 

 

 

 

 

S マークは 

ありますか？ 

Safety 
  
Sanitation
  
Standard 
 

安心 
 
清潔 
 
確かな技術 

S マークは、厚生労働大臣認可の標準営業約款に従って営業している 

お店の表示です。全国どこでも、この Sマークを店頭に掲げているお店 

ではクオリティの高いサービスをお約束いたします。また、万一のトラブル

の際にも、事故賠償基準に基づいた補償も可能なように損害賠償保険に

も加入していることをあらわしています。 

「安心・清潔・確かな技術」の S マークのお店をお選びください。 


